
担

当

課

（

室

）

 

目
　

　

　

次

 

発

行
　

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目
　

　

　

次

 
 

【

告
　

　

　

示

】

 

○
　

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

 
 

の

更

新

 

○
　

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

 
 

の

辞

退

 
 

○
　

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

指

導

監

査

課

 
 

○
　

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

〃

 
 

○
　

道

路

の

占

用

を

制

限

す

る

区

域

の

指

定

道

路

整

備

課

 
 

【

公
　

　

　

告

】

○
　

国

土

調

査

の

成

果

の

認

証

中

山

間

・

地

域

振

興

 

 
課

          

岡

山

県

公

報

　　令和７年１２月２日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１２７５８号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
三
十
一
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
□
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
□ 

令
和
七
年
十
二
月
二
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

更
新
年
月
日 

ま
さ
よ
し
内
科
小
児
科
ク
リ
ニ
□
ク 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
二
三
九
一 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
一
日 

ア
イ
薬
局 

阿
知
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
阿
知
二―

一
五―

三 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
十
二
月
一
日 

き
び
薬
局 

真
備
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
真
備
町
有
井
六
二―

一 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
十
二
月
一
日 

さ
く
ら
ん
ぼ
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
西
阿
知
町
新
田
六―

二 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
十
二
月
一
日 

令和７年１２月２日　岡山県公報　第１２７５８号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
三
十
二
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
□
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
□ 

令
和
七
年
十
二
月
二
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

辞
退
年
月
日 

水
島
南
診
療
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
水
島
東
千
鳥
町
二―

一
〇―

一
〇
九 

 
 

 
 
 

 
 

 

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日 

サ
ン
薬
局 

勝
央
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

勝
田
郡
勝
央
町
黒
土
三
六
六―

三―

一
〇
一 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
十
一
月
三
十
日 

令和７年１２月２日　岡山県公報　第１２７５８号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
三
十
三
号 

 

介
護
保
険
法
□
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
□
次
の

と
お
り
指
定
居
宅
サ
□
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
□ 

令
和
七
年
十
二
月
二
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

デ
イ
サ
□
ビ
ス
グ
ラ
ン
デ
□
ア
あ
じ
さ
い 

２ 

所
在
地 

瀬
戸
内
市
長
船
町
服
部
一
一
四
一
番
地 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

社
会
福
祉
法
人
誠
和 

２ 

所
在
地 

瀬
戸
内
市
牛
窓
町
長
浜
一
七
四
五
番
地
の
一 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
一
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
七
二
四
〇
一
一
六
〇 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

通
所
介
護 

 

令和７年１２月２日　岡山県公報　第１２７５８号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
三
十
四
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
□
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
□
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

Ｓ
Ｕ
Ｎ
Ｎ
Ｙ 

  

２  

所
在
地 

浅
口
市
鴨
方
町
小
坂
西
二
七
三
〇
番
地
一 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

一
般
社
団
法
人
Ｌ
ｕ
ｍ
ｉ
ｎ
ｏ
ｕ
ｓ 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

倉
敷
市
真
備
町
妹
一
四
七
二
番
地
一 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
一
六
〇
〇
二
四
五 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型 

  

令和７年１２月２日　岡山県公報　第１２７５８号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
三
十
五
号 

道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
道
路
の
占
用

を
制
限
す
る
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
□ 

そ
の
関
係
図
面
は
□
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
□ 

令
和
七
年
十
二
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

指
定
す
る
道
路
の
種
類
□
路
線
名
及
び
占
用
を
制
限
す
る
区
域 

二 

占
用
の
制
限
の
対
象
と
す
る
物
件 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
□
四
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設

に
よ
る
も
の
を
除
く
□
□
□
た
だ
し
□
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
□
当
該

道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
□
こ
の
限
り

で
な
い
□ 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
□
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡

大
を
防
止
す
る
た
め 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

令
和
七
年
十
二
月
二
日 

    

  

一
般
国
道 

 

道
路
の
種
類 

四
三
〇
号 

 

路
線
名 

倉
敷
市
連
島
町
鶴
新
田
字
弘
化
開
十
五
ノ
割
二
七
八
九
番
地

九
地
先
か
ら 

倉
敷
市
連
島
町
鶴
新
田
字
弘
化
開
十
五
ノ
割
二
七
八
九
番
地

二
地
先
ま
で 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

令和７年１２月２日　岡山県公報　第１２７５８号



□
五
三
〇
□
国
土
調
査
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□

次
の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

真

庭

市 

真

庭

市 

真

庭

市 

新

見

市 

新

見

市 

新

見

市 

岡

山

市 

岡

山

市 

岡

山

市 

調
査
を
行
□

た
者
の
名
称 

令
和
五
年
五
月 

 
 

 
 

□ 

令
和
七
年
二
月 

令
和
五
年
四
月 

 
 

 
 

□ 

令
和
七
年
二
月 

令
和
五
年
四
月 

 
 

 
 

□ 

令
和
七
年
三
月 

令
和
五
年
六
月 

 
 

 
 

□ 

令
和
六
年
十
二
月 

令
和
五
年
六
月 

 
 

 
 

□ 

令
和
六
年
十
二
月 

令
和
五
年
六
月 

 
 

 
 

□ 

令
和
六
年
十
二
月 

令
和
四
年
六
月 

 
 

 
 

□ 

令
和
六
年
三
月 

令
和
四
年
六
月 

 
 

 
 

□ 

令
和
六
年
六
月 

令
和
四
年
六
月 

 
 

 
 

□ 

令
和
六
年
六
月 

調
査
を
行
□
た
期
間 

真
庭
市
の
地

籍
図
及
び
地

籍
簿 

真
庭
市
の
地

籍
図
及
び
地

籍
簿 

真
庭
市
の
地

籍
図
及
び
地

籍
簿 

新
見
市
の
地

籍
図
及
び
地

籍
簿 

新
見
市
の
地

籍
図
及
び
地

籍
簿 

新
見
市
の
地

籍
図
及
び
地

籍
簿 

岡
山
市
の
地

籍
図
及
び
地

籍
簿 

岡
山
市
の
地

籍
図
及
び
地

籍
簿 

岡
山
市
の
地

籍
図
及
び
地

籍
簿 

成
果
の
名
称 

小
童
谷
の
一

部 勝
山
の
一
部 

蒜
山
下
和
の

一
部 

哲
多
町
本
郷

の
一
部 

神
郷
下
神
代

の
一
部 

新
見
の
一
部

地
区 

北
区
建
部
町

中
田
の
一
部

⑤
及
び
建
部

町
西
原
の
一

部
① 

北
区
御
津
新

庄
の
一
部
② 

北
区
菅
野
の

一
部
① 

調
査
を
行
□

た 

地 

域 

令
和
七
年
十
二
月
一
日 

令
和
七
年
十
二
月
一
日 

令
和
七
年
十
二
月
一
日 

令
和
七
年
十
二
月
一
日 

令
和
七
年
十
二
月
一
日 

令
和
七
年
十
二
月
一
日 

令
和
七
年
十
二
月
一
日 

令
和
七
年
十
二
月
一
日 

令
和
七
年
十
二
月
一
日 

認 

証 

年 

月 

日 

令和７年１２月２日　岡山県公報　第１２７５８号



 

真

庭

市 

真

庭

市 

令
和
五
年
四
月 

 
 

 
 

□ 
令
和
七
年
二
月 

令
和
五
年
四
月 

 
 

 
 

□ 

令
和
七
年
二
月 

真
庭
市
の
地

籍
図
及
び
地

籍
簿 

真
庭
市
の
地

籍
図
及
び
地

籍
簿 

赤
野
・
向
津

矢
・
西
原
の

一
部 

美
甘
の
一
部 

令
和
七
年
十
二
月
一
日 

令
和
七
年
十
二
月
一
日 

令和７年１２月２日　岡山県公報　第１２７５８号


